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水道の定義

水道法第三条第１項に規定

　「導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する

施設の総体をいう。ただし臨時に施設されたものを除く。」

水道の種類

水道事業 上水道事業

　計画給水人口
１０１人以上のもの

　計画給水人口
５，００１人以上

（雲南市は２事業）

水道法適用

簡易水道事業

　計画給水人口
１０１人～５，０００人以下

水道用水供給事業 （雲南市は１９事業）

　水道事業者に水道用
水を供給する事業

（雲南市は該当なし）

水道 専用水道

居住者が１０１人以上又
は一日最大給水量２０㎥
の寄宿舎、住宅等の水
道
（雲南市は２事業）

簡易専用水道

　水道事業からの受水で
受水槽が１０㎥を超える
もの

小規模受水槽水道

　水道事業からの受水で
受水槽が１０㎥未満もの

水道法非適用 飲料水供給施設

　計画給水人口５０人（特
例１０人）～１００人で厚
生省補助のもの

（雲南市は１１箇所）
　内市営６箇所
　地元管理５箇所

工業用水道 工業用水道事業法第二条第２項に規定

　「工業の用に供する水（水力発電の用に供するもの及び

人の飲用に適する水として供給するものを除く）をいう。」


